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一
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十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
二
五

山
梨
県
公
報

第
六
百
十
一
号

令
和
七
年

十
一
月
二
十
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

六
二
五

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）	

六
二
六

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

六
二
六

公

告

○
松
く
い
虫
駆
除
命
令
内
容
の
公
表	

六
二
六

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
（
五
件
）	

六
二
七

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

六
二
九

人
事
委
員
会

○
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分
に
係
る
調
査
審
議
に
関
す
る
規
則	

六
三
〇

公
安
委
員
会

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て	

六
三
二

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
三
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
身
延
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

雨
畑
大
島
線

三　

道
路
の
区
域

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
身
延
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

高
瀬
福
士
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
字
矢
島
四
五
六
二
番
三
地

先
か
ら

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
字
町
屋
四
五
〇
一
番
地
先

ま
で

旧

五
・
九
～

　
　
　

二
五
・
九

一
九
〇
・
五

新

八
・
六
～

　
　
　

二
七
・
九

一
九
〇
・
五

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
早
川
町
雨
畑
字
松
木
島
三
六
四
番
三
地

先
か
ら

南
巨
摩
郡
早
川
町
雨
畑
字
立
石
三
六
二
番
一
地
先

ま
で

旧

五
・
〇
～

　
　
　

二
九
・
五

二
三
九
・
七

新

五
・
〇
～

　
　
　

二
九
・
五

二
三
九
・
七

九
・
八
～

　
　
　

三
〇
・
七

一
三
六
・
五

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
早
川
町
雨
畑
字
松
木
島
三
六
四
番
三
地

先
か
ら

南
巨
摩
郡
早
川
町
雨
畑
字
立
石
三
六
二
番
一
地
先

ま
で

旧

五
・
〇
～

　
　
　

二
九
・
五

二
三
九
・
七

新

五
・
〇
～

　
　
　

二
九
・
五

二
三
九
・
七

九
・
八
～

　
　
　

三
〇
・
七

一
三
六
・
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
一
号
　
　
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

六
二
六

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

甲
斐
中
央
線

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
字

村
北
四
三
五
番
地
先
か
ら

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
字

村
北
四
三
九
番
一
地
先
ま
で

五
六
・
五

令
和
七
年
十

一
月
二
十
五

日

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
の
年
月
日　

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

富
士
吉
田
市
富
士
見
二
丁
目
千
五
十
五
番
三
、
千
五
十
六
番
四
、
道

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

最
大
六
・
六
一
メ
ー
ト
ル　

最
小
六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

五
十
八
・
四
七
メ
ー
ト
ル

公　
　
　

告

◉　

松
く
い
虫
駆
除
命
令
内
容
の
公
表

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
駆
除
命
令
を
行
う
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
表
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

日
野
春
停
車

場
線

北
杜
市
長
坂
町
日
野
字
日
野
原
三
〇

七
六
番
六
地
先
か
ら

北
杜
市
長
坂
町
日
野
字
日
野
原
三
一

一
六
番
地
先
ま
で

一
七
六
・
六

令
和
七
年
十

一
月
二
十
一

日

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 
太 
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

横
手
日
野
春

停
車
場
線

北
杜
市
長
坂
町
日
野
字
日
野
原
三
一

二
四
番
九
地
先
か
ら

北
杜
市
長
坂
町
日
野
字
日
野
原
三
〇

七
六
番
八
地
先
ま
で

一
七
六
・
六

令
和
七
年
十

一
月
二
十
一

日



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
一
号
　
　
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

六
二
七

3
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
当
該

措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
中
北
林
務
環
境
事
務
所
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と

し
、
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど

う
か
を
確
認
し
て
、
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
及
び
損
失
補
償
金
を
交
付
す
る
。

4　

知
事
は
、
三
1
に
規
定
す
る
樹
木
、
三
2
に
規
定
す
る
伐
採
跡
地
又
は
三
3
に
規
定
す
る
伐
採

木
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
2
に
定
め
る
期
間
内
に
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な

い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
、
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の
全
部

又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

5　

知
事
は
、
4
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
の
費
用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措

置
を
行
う
べ
き
者
が
自
ら
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
受
け

る
こ
と
と
な
る
べ
き
損
失
補
償
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る

額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6　

一
1
の
区
域
内
に
お
い
て
森
林
、
樹
木
、
指
定
種
苗
又
は
伐
採
木
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す

る
者
は
、
令
和
七
年
十
二
月
四
日
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
提
出
し
て

不
服
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

普
通
科
教
育
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
設
備

㈡　

数
量　

三
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
九
月
十
二
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

リ
コ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

区
域
及
び
期
間

1　

区
域　

甲
斐
市
の
区
域
内
に
存
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と
す
る
（
「
次
の
と
お

り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
山
梨
県
森
林
環
境
部
森
林
整
備
課
及
び
中
北
林
務
環
境
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
。

2　

期
間　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
同
月
二
十
六
日
ま
で

二　

森
林
病
害
虫
等
の
種
類　

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
松
く
い
虫

三　

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

1　

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
を
伐
倒
し

て
、
当
該
樹
木
に
薬
剤
を
散
布
し
、
当
該
樹
木
を
薬
剤
に
よ
り
く
ん
蒸
し
、
又
は
当
該
樹
木
を
は

く
皮
し
た
う
え
、
当
該
松
く
い
虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
を
焼
却
す
る
こ

と
。

2　

松
の
伐
採
跡
地
で
あ
っ
て
、
松
く
い
虫
が
付
着
し
、
又
は
付
着
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
根
株
の
存

す
る
も
の
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
伐
採
跡
地
に
存
す
る
当
該
根
株
並
び
に
松
く

い
虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
に
薬
剤
を
散
布
し
、
又
は
当
該
根
株
を
は
く
皮

し
た
う
え
、
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
場
合
に
は
当
該
松
く
い
虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い
る

枝
条
及
び
樹
皮
を
焼
却
す
る
こ
と
。

3　

松
く
い
虫
が
付
着
し
、
又
は
付
着
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
伐
採
木
等
（
伐
採
さ
れ
た
樹
木
そ
の
他

土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の
幹
及
び
枝
条
（
用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
伐
採
木
等
に
薬
剤
を
散
布
し
、
当

該
伐
採
木
等
を
薬
剤
に
よ
り
く
ん
蒸
し
、
又
は
当
該
伐
採
木
等
を
は
く
皮
し
た
う
え
、
松
く
い
虫

が
付
着
し
て
い
る
場
合
に
は
当
該
松
く
い
虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
を
焼
却

す
る
こ
と
。

四　

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由　

一
1
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
い
て
前
年
度
中
に
松
く

い
虫
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
並
び
に
本
年
度
に
お
け
る
気
象
条
件
及
び
松
く
い
虫
に
よ

る
被
害
の
発
生
状
況
に
鑑
み
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害
が
異
常

に
ま
ん
延
し
、
一
1
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た

め
。

五　

そ
の
他
必
要
な
事
項

1　

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
薬
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
森
林
病
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従

う
こ
と
。

2　

三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
中

北
林
務
環
境
事
務
所
を
経
由
し
て
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
一
号
　
　
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

六
二
八

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

発
電
機

㈡　

数
量　

小
型
発
電
機
三
十
五
台
、
中
型
発
電
機
七
十
五
台

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

東
八
防
災
株
式
会
社

㈡　

住
所　

山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
二
百
八
十
七
番
地
の
一

五　

落
札
金
額　

三
千
三
百
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
七
年
八
月
十
四
日

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

普
通
科
教
育
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
設
備

㈡　

数
量　

二
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
十
一
月
十
日

四　

落
札
者

㈡　

住
所　

東
京
都
大
田
区
中
馬
込
一
丁
目
三
番
六
号

五　

落
札
金
額　

四
千
九
百
八
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

災
害
資
機
材
搭
載
コ
ン
テ
ナ

㈡　

数
量　

六
台

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
九
月
十
六
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

有
限
会
社
ア
ド
セ
ン
タ
ー
パ
ル

㈡　

住
所　

鳥
取
県
鳥
取
市
千
代
水
二
丁
目
八
十
八
番
地

五　

落
札
金
額　

三
千
九
百
三
十
一
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
七
年
八
月
四
日

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
一
号
　
　
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

六
二
九

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

秋　
　

山　
　
　
　
　

洋

㈠　

名
称　

株
式
会
社
シ
ス
テ
ム
イ
ン
ナ
カ
ゴ
ミ

㈡　

住
所　

山
梨
県
中
央
市
山
之
神
流
通
団
地
一
丁
目
八
番
二
号

五　

落
札
金
額　

三
千
四
百
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

災
害
対
策
本
部
電
子
地
図
等
シ
ス
テ
ム
機
器

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
出
納
局
管
理
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
十
一
月
十
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

テ
ク
ノ
ホ
ラ
イ
ゾ
ン
株
式
会
社

㈡　

住
所　

愛
知
県
名
古
屋
市
南
区
千
竈
通
二
丁
目
十
三
番
地
一

五　

落
札
金
額　

三
千
五
百
九
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
一
号
　
　
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

六
三
〇

退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分
に
係
る
調
査
審
議
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
）

区
分

名　
　

称

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

森
屋
ひ
ろ
し
後
援
会
山
梨
森
成
会

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の

政
治
団
体

令
和
七
年
七
月

三
十
日

令
和
七
年
十
月

二
十
四
日

旧

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

森

屋
　

宏

参
議
院
議
員

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

森
屋
ひ
ろ
し
後
援
会
山
梨
森
成
会

都
留
市
つ
る
二

－

三

－

二
四

令
和
七
年
八
月
三

十
一
日

令
和
七
年
十
月
二

十
四
日

旧

甲
府
市
丸
の
内
一

－

一
七

－

一
八　

東
山
ビ
ル
二

－

B

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選
挙
区

第
一
支
部

森

屋
　

宏

西
澤
謹
四
郎

甲
府
市
丸
の
内
一

－

一
七

－

一
八　

東
山
ビ
ル
二

－

B

令
和
七
年
十
月
十

日

令
和
七
年
十
月
二

十
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
美
容
政
治
連
盟

支
部

田

川
　

勲

河

西

久

美

甲
府
市
緑
が
丘
二

－

一
三

－

三
六

令
和
七
年
十
月
三

十
一
日

令
和
七
年
十
月
三

十
一
日

税
理
士
に
よ
る
森
屋
宏
後
援
会

天

野

友

一

江

井
　

誠

甲
府
市
中
央
二

－

一
一

－

二
三　

税
理
士
会
館
内

令
和
七
年
十
月
十

四
日

令
和
七
年
十
月
十

五
日

望
月
悟
良
後
援
会
（
悟
山
会
）

望

月

照

紀

望

月

悟

良

南
巨
摩
郡
身
延
町
八
日
市
場
四
六
一

令
和
七
年
十
月
三

十
一
日

令
和
七
年
十
一
月

五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
届
出　

資
金
管
理
団
体
指
定
取
消
届

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
取
消
年
月
日

届
出
年
月
日

森

屋
　

宏

参
議
院
議
員

森
屋
ひ
ろ
し
後
援
会
山
梨
森
成
会

甲
府
市
丸
の
内
一

－

一
七

－

一
八

　

東
山
ビ
ル
二

－

B

森

屋
　

宏

令
和
七
年
八
月
三

十
一
日

令
和
七
年
十
月
二

十
四
日

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
一
号
　
　
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

六
三
一

梨
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
十
五
条
（
第
二
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
及
び

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
当
該
意
見
陳
述
の
機
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ

し
、
同
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
中
「
行
政
庁
が
指
名
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
人
事
委

員
会
の
委
員
長
若
し
く
は
そ
の
指
名
す
る
他
の
委
員
又
は
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分
に
係
る

調
査
審
議
に
関
す
る
規
則
（
令
和
七
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
第
十
二
条
の
規
定

に
よ
り
意
見
の
聴
取
に
関
す
る
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
事
務
局
長
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
意
見
陳
述
の
期
日
及
び
場
所
の
変
更
）

第
五
条
　
当
事
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
に
対
し
、
意
見
陳
述
の
期

日
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

人
事
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
よ
り
、
又
は
職
権
で
、
意
見
陳
述
の
期
日
及
び
場

所
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

人
事
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
陳
述
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
当
事
者
及
び
準
用
行
政
手
続
条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
参
加
人
（
以

下
「
参
加
人
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
変
更
が
な
さ
れ
た
時
ま
で
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
受
諾
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

4　

前
三
項
の
規
定
は
、
準
用
行
政
手
続
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
主
宰
者
（
以
下
「
主
宰
者
」
と
い

う
。
）
が
意
見
陳
述
の
期
日
及
び
場
所
を
準
用
行
政
手
続
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に

よ
り
通
知
し
、
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
告
知
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
各
項
中
「
人
事
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
主
宰
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
関
係
人
の
参
加
許
可
の
申
請
等
）

第
六
条
　
準
用
行
政
手
続
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
意

見
陳
述
の
期
日
の
四
日
前
ま
で
に
、
そ
の
氏
名
、
住
所
及
び
意
見
陳
述
の
機
会
に
係
る
処
分
に
つ
き

利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
主
宰
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

主
宰
者
は
、
準
用
行
政
手
続
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
不
許
可
の
処
分
を

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
当
該
許
可
の
申
請
を
行
っ
た
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
宰
者
の
指
名
の
手
続
）

第
七
条
　
準
用
行
政
手
続
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
主
宰
者
の
指
名
は
、
準
用
行
政
手
続

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
時
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

2　

主
宰
者
が
準
用
行
政
手
続
条
例
第
十
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き

は
、
人
事
委
員
会
は
、
速
や
か
に
、
新
た
な
主
宰
者
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
佐
人
の
出
頭
許
可
の
申
請
等
）

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄

退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分
に
係
る
調
査
審
議
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
。
以
下

「
退
職
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分

に
係
る
山
梨
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
調
査
審
議
に
関
す
る
手
続

は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
諮
問
）

第
二
条
　
退
職
手
当
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
管
理
機
関
が
人
事
委
員
会
に
諮

問
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
こ
れ
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分
（
以
下
「
処
分
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下

「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
当
事
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

二　

当
事
者
に
対
し
て
行
お
う
と
し
て
い
る
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
条
例
の
条
項

三　

当
事
者
に
対
し
て
行
お
う
と
し
て
い
る
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実

2　

退
職
手
当
管
理
機
関
は
、
前
項
の
書
面
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
書
面
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一　

退
職
手
当
条
例
第
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
五
条
第
四
項
（
退
職
手
当
条
例
第
十
六
条
第

二
項
若
し
く
は
第
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
聴
取
さ

れ
た
当
事
者
の
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
事
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
陳
述
書
及
び
証
拠

書
類
若
し
く
は
証
拠
物
（
以
下
「
陳
述
書
等
」
と
い
う
。
）

二　

処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
等
を
証
す
る
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
書
面
等

（
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
意
思
の
有
無
の
確
認
）

第
三
条
　
人
事
委
員
会
は
、
退
職
手
当
条
例
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
諮
問
を
受
け
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、

退
職
手
当
条
例
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
（
以
下
「
意
見
陳
述
」

と
い
う
。
）
の
申
立
て
を
行
う
意
思
の
有
無
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

2　

人
事
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
思
の
有
無
の
確
認
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
意
見
陳
述

の
期
日
へ
の
出
頭
に
代
え
て
、
陳
述
書
等
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
教
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
行
政
手
続
条
例
の
準
用
）

第
四
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
思
の
有
無
の
確
認
の
結
果
、
当
事
者
か
ら
意
見
陳
述
又
は
陳

述
書
等
を
提
出
す
る
こ
と
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
山
梨
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
山



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
一
号
　
　
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

六
三
二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

◉　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

山
梨
県
警
察
本
部
長　
　

仲　
　

村　
　

健　
　

二

一　

随
意
契
約
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量　

文
書
・
人
事
業
務
等
管
理
シ
ス
テ
ム　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方

㈠　

名
称　

F
L
C
S
株
式
会
社

㈡　

住
所　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

五　

契
約
金
額　

二
億
五
百
九
十
八
万
六
千
円

六　

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
。

第
八
条
　
準
用
行
政
手
続
条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
陳
述
の
期

日
の
四
日
前
ま
で
に
、
準
用
行
政
手
続
条
例
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
補
佐
人
の
氏
名
、
住

所
、
補
佐
す
る
事
項
及
び
補
佐
人
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

を
主
宰
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

主
宰
者
は
、
準
用
行
政
手
続
条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
許
可
又
は
不
許
可
の
処
分
を
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
当
該
許
可
の
申
請
を
行
っ
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

3　

準
用
行
政
手
続
条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
補
佐
人
の
陳
述
は
、
そ
の
補
佐
人
の
出
頭
に
係
る
許
可

を
得
た
当
事
者
又
は
参
加
人
が
直
ち
に
当
該
陳
述
を
取
り
消
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
当
事
者

又
は
参
加
人
の
意
見
の
陳
述
と
は
み
な
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
意
見
陳
述
の
期
日
に
お
け
る
陳
述
の
制
限
及
び
秩
序
維
持
）

第
九
条
　
主
宰
者
は
、
意
見
陳
述
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
が
そ
の
意
見
陳
述
に
係
る
事
案
の
範
囲
を
超

え
て
意
見
を
述
べ
る
と
き
そ
の
他
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
適
正
な
審
理
の
進
行
を
図
る
た
め
や
む
を

得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
出
頭
し
た
者
の
陳
述
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

主
宰
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
秩
序
を
乱
す
者
に

対
し
、
退
場
を
命
じ
、
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
命
じ
、
又
は
措
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
意
見
陳
述
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
公
開
）

第
十
条
　
人
事
委
員
会
は
、
準
用
行
政
手
続
条
例
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
陳
述
の
期
日

に
お
け
る
審
理
を
公
開
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を

当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
意
見
陳
述
の
期
日
及
び
場
所
を
公
示
す
る
も
の

と
す
る
。

（
陳
述
書
の
提
出
の
方
法
等
）

第
十
一
条
　
準
用
行
政
手
続
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
書
等
の
提
出
は
、
提
出
す

る
者
の
氏
名
及
び
住
所
、
意
見
陳
述
の
機
会
の
件
名
並
び
に
当
該
意
見
陳
述
の
機
会
に
係
る
処
分
の

原
因
と
な
る
事
実
そ
の
他
処
分
事
案
に
つ
い
て
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
十
二
条
　
人
事
委
員
会
は
、
退
職
手
当
条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
、
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
調
査
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と

に
関
す
る
権
限
を
、
事
務
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
則
）

第
十
三
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
退
職
手
当
条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
調
査
審
議
に

関
す
る
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則


